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平成30年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び 

地域における精度管理に関する協力体制構築に向けた研究 

分担研究報告書 

 

赤痢菌検査におけるコンピテンシー作成 
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山田和弘 愛知県衛生研究所 

 泉谷秀昌 国立感染症研究所 

 村上光一         国立感染症研究所 

大西 真 国立感染症研究所 

研究分担者 滝澤剛則         富山県衛生研究所 
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研究要旨：前研究班で実施した外部精度管理試行のフィードバックとして、また本研究班の目的である人材育

成の一環として赤痢菌検査におけるコンピテンシーを作成した。赤痢菌検査の手順に基づいて検査担当者、

検査区分責任者及び部門管理者それぞれに求められる７のコンピテンシー、各コンピテンシーに 2 から 8 を

含む計 33 のサブコンピテンシーを作成した。来年度は作成したコンピテンシーを用いた研修会を実施しその

実用性の評価等を行う予定である。 

  

A. 研究目的 

平成 28年 4月改正感染症法施行に伴い地方衛生研

究所（地衛研）では「病原体検査の質」を確保する必

要性が生じた。そこで前研究班では外部精度管理体

制構築のため、赤痢菌検査の外部精度管理試行を実

施した。 

本研究班では前研究班活動を引き継ぎ人材育成の

一環として病原体検査レベルの底上げ及び均一化を

図るために、今年度は検査担当者に求められるコン

ピテンシーを赤痢菌検査をモデルとして作成した。 

 

B. 研究方法 

1. 対象とした三類感染症 

 前研究班では、赤痢菌の同定は地衛研が行う場合

があること、赤痢菌検査の経験がある地衛研職員が

少なくなったこと、及び他の病原菌に比べ誤同定が

多いことから、外部精度管理試行は赤痢菌を対象と

した。そこで本研究班では、コンピテンシーは「三

類感染症検査に係る『赤痢菌』」を対象として作成す

ることとした。 

2. 実施組織 

 6 か所の地衛研と国立感染症研究所（感染研）の研
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究協力者からなるワーキンググループ（細菌小班

WG）を立ち上げた。また赤痢菌検査のコンピテンシ

ー作成などの実務は 4 か所の地衛研と国立感染症研

究所（感染研）の研究協力者からなる細菌小班コア

メンバーが担った。細菌小班コアメンバーで検討し

た内容は細菌小班 WG に諮り、最終稿とした。 

3. 赤痢菌検査におけるコンピテンシー作成過程 

 平成 30 年 6 月 1 日に開催した第 1 回全体会議にお

いて細菌小班 WG で検討を行い、コンピテンシーの

対象を三類感染症の赤痢菌とすることとした。細菌

小班コアメンバーから提出された素案を基にしてコ

ンピテンシー及びサブコンピテンシー案を作成した。

作成案を平成 10 月 26 日に細菌小班コアメンバーに

送付した。後日、提出された意見を基に加筆、削除

など修正を行った。平成 30 年 12 月 5 日に修正案を

作成し、コアメンバーに送付した。その後、提出さ

れた意見を基に加筆、削除などを行い、最終稿とし

た。 

  

C. 研究結果 

赤痢菌検査におけるコンピテンシー及びサブコンピ

テンシー 

 赤痢菌検査の各手順（図 1）に基づいて７のコンピ

テンシーを挙げた（表 1）。そして、７のコンピテン

シーそれぞれについて、検査担当者、検査区分責任

者及び部門管理者に求められる 2 から 8 のサブコン

ピテンシーをあげた（表 2）。 

 （なお、サブコンピテンシーを挙げるにあたり、前

研究班で試行した外部精度管理で認められた誤りや

すい点などを参考にした。） 

D. 考察 

 前研究班で実施した外部精度管理試行のフィード

バックとして、また本研究班の目的である人材育成

の一環として、本研究班では赤痢菌検査におけるコ

ンピテンシーを作成した。 

検査担当者はこれらコンピテンシーをマスターす

ることで、前研究班で行った外部精度管理試行の試

料 2，3 の赤痢菌を陽性と正しく判定できるのみなら

ず、試料 1 の赤痢菌血清に凝集する大腸菌も赤痢菌

陰性と正しく判定できるようになることが期待され

る。 

来年度は本コンピテンシーを用いた研修会を行い、

その実用性の検証等を行う予定である。 

 

E. 結論 

 三類感染症検査に係る赤痢菌検査のコンピテンシ

ーを作成した。今後は、その実用性について研修会

を通して評価を行う。 

 

F. 健康危険情報 

 特になし 

 

G. 研究発表 

 特になし 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし
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図 1 赤痢菌検査の手順とコンピテンシー 

□はコンピテンシーを示す。 

 

表 1 コンピテンシーとサブコンピテンシー 

コンピテンシー サブコンピテンシー 

1 赤痢菌検査の基礎知識 6 

2 分離培養 5 

3 コロニー観察と釣菌 4 

4 一次鑑別と血清学的検査 5 

5 二次鑑別 3 

6 遺伝子検査 8 

7 総合判断 2 

計 33 
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表 2 赤痢菌検査における検査担当者、検査区分責任者及び部門管理者に求められるコンピテンシー（1 から

7）及びサブコンピテンシー 
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